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国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会におけるふるさとにおけるふるさとにおけるふるさとにおけるふるさと選手制度使用手続選手制度使用手続選手制度使用手続選手制度使用手続きについてきについてきについてきについて    

    
 

○ふるさと選手制度を利用する選手は、初回１年目の使用申請時に登録届（様式１－Ａ）により「ふる

さと登録」をする。また、制度利用２年目以降についても選手は各季ごと使用申請（様式１－Ｂ）を

各都道府県体育協会へ提出する。（ふるさと選手制度を利用する選手の制度利用状況の把握・管理す

るため） 

 

○様式１（－Ａ、－Ｂとも）は都道府県体育協会及び都道府県競技団体において共有し、管理する。 

（財）日本体育協会への提出は不要。 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとふるさとふるさとふるさと選手選手選手選手制度制度制度制度のののの考考考考ええええ方方方方    

    
 

１１１１．「．「．「．「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」とはとはとはとは、、、、卒業中学校又卒業中学校又卒業中学校又卒業中学校又はははは卒業高等学校卒業高等学校卒業高等学校卒業高等学校のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの所在地所在地所在地所在地がががが属属属属するするするする都道府県都道府県都道府県都道府県とするとするとするとする。。。。    

 

 

 

２２２２．「．「．「．「ふるさとふるさとふるさとふるさと選手制度選手制度選手制度選手制度」」」」をををを活用活用活用活用しししし参加参加参加参加をををを希望希望希望希望するするするする選手選手選手選手はははは、、、、予予予予めめめめ所定所定所定所定のののの方法方法方法方法によりによりによりにより「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」をををを登録登録登録登録

しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。なおなおなおなお、、、、一度登録一度登録一度登録一度登録したしたしたした「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」はははは、、、、変更変更変更変更できないものとするできないものとするできないものとするできないものとする。。。。    

 

 

【【【【考考考考ええええ方方方方】】】】    

ａ.「ふるさと」の登録の具体的な方法    

＜事例＞ 

・Ａ選手は、東京都に在住している社会人で、勤務地が埼玉県、卒業中学校が神奈川県、そして卒業

高等学校が大坂府である。 

 この場合、Ａ選手は、属する都道府県として在住している東京都、勤務地がある埼玉県、そして「ふ

るさと」として卒業中学校所在地の神奈川県又は卒業高等学校所在地の大坂府のいずれから選択す

ることができる。 

 Ａ選手は「ふるさと選手制度」を活用し、属する都道府県として卒業中学校所在地の神奈川県を選

択し、所定の方法によって「ふるさと」の登録を行った。 

 

ｂ.登録された「ふるさと」は変更できない。 

・上記ａ.の具体的な事例から、Ａ選手の場合、「ふるさと」として、卒業中学校所在地である神奈川

県を選択し、「ふるさと」を登録した。 

 Ａ選手が「ふるさと選手制度」を活用し、「ふるさと」を登録した時点で、それ以降に参加する国

体の「ふるさと」は神奈川県となり、卒業高等学校所在地の大坂府に「ふるさと」を変更すること

はできない。 
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３３３３．「．「．「．「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」からからからから参加参加参加参加するするするする選手選手選手選手はははは、、、、開催基準要項細則第開催基準要項細則第開催基準要項細則第開催基準要項細則第３３３３項項項項－－－－((((１１１１))))－－－－①①①①－－－－ウウウウ（（（（国内移動選手国内移動選手国内移動選手国内移動選手のののの制限制限制限制限））））

にににに抵触抵触抵触抵触しないものとするしないものとするしないものとするしないものとする。。。。    

 

 

 

【【【【考考考考ええええ方方方方】】】】    

 

例１：Ａ選手は現在、社会人で「ふるさと選手制度」を活用し神奈川県から第６０回大会及び第６１回

大会に参加した。第６２回大会は、居住地の埼玉県から参加したいと考えている。 

 

・第６２回大会は居住地の埼玉県から参加できる。 

 

 

 

例２：Ｂ選手は卒業中学校並びに卒業高等学校が千葉県であり、大学４年生時の第６０回大会では居住

している埼玉県から参加した。その翌年に大学を卒業、現在は東京都に在住し、神奈川県で勤務

している。第６１回大会は、神奈川県から参加したいと考えている。 

 

・第６１回大会は、卒業者であるため、神奈川県から参加することができる。 

・第６２回大会以降、前回（神奈川県）と異なる都道府県から参加できる場合は、次の通り。 

 

（１）第６２回大会及び第６３回大会は、「ふるさと選手制度」を活用し、卒業中学校並びに卒業

高等学校が属する千葉県から参加できる。 

     第６４回大会以降は、居住地である東京都又は勤務地である神奈川県から参加できる。 

 

（２）第６２回大会及び第６３回大会で「ふるさと選手制度」を活用せず神奈川県から参加した場

合は、第６４回大会及び第６５回大会の２大会は「国内移動選手の制限」により、居住地の

東京都から参加できないが、第６６回大会には、東京都から参加できる。 

 

 

 

例３：Ｃ選手は、社会人で第５８回大会は勤務地の埼玉県から参加した。第６０回は居住している東京

都から参加したいと考えている。なお、Ｃ選手の卒業中学校並びに卒業高等学校は、ともに北海

道である。 

 

・「国内移動選手の制限」の適用から、第６０回大会は東京都から参加できない。居住地の東京都

から参加できる場合は、第５９回大会及び第６０回大会の２大会に参加しないことが条件となる。 

 

・Ｃ選手が埼玉県以外の都道府県から引き続いて参加できる場合は「ふるさと選手制度」を活用し、

卒業中学校並びに卒業高等学校の所在地が属している北海道となる。この場合、第５９回大会及

び第６０回大会を北海道から参加し、第６１回大会は東京都から参加できる。 

 

 

 

 

※国内移動選手の制限･････ 前回の大会（都道府県大会を含む）に選手及び監督で参加した者が異なる都道

府県から参加する場合については２大会以上の間をおかなければならない。た

だし、次の場合は該当しないこととする。 

（ア）成年種別 

   ア）新卒業者 

   イ）結婚又は離婚に係わる者 

   ウ）ふるさと 

（イ）少年種別 

   ア）新卒業者 

   イ）一家転住に係わる者

※ 
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４４４４．．．．ふるさとふるさとふるさとふるさと選手制度選手制度選手制度選手制度のののの活用活用活用活用についてはについてはについてはについては、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、１１１１回回回回につきにつきにつきにつき２２２２年以上連続年以上連続年以上連続年以上連続としとしとしとし、、、、利用利用利用利用できるできるできるできる回数回数回数回数    

        はははは２２２２回回回回までとするまでとするまでとするまでとする。。。。 

 

 

 

【【【【考考考考ええええ方方方方】】】】    

・ふるさと選手制度を活用して参加する場合は、登録した「ふるさと」から１回につき２年以上連続し

て参加しなければならない。 

 

・２年以上連続して参加できない場合について、その理由を「ふるさと」の都道府県体育協会会長が認

めた場合は、この限りではない。ただし、「ふるさと」以外の都道府県から参加することはできない。 

 

・２年以上連続して「ふるさと選手制度」を活用した翌年の大会には、「居住地」又は「勤務地」が属

する都道府県から参加することができる。 

 

・ふるさと選手制度を活用できる回数は２回までとする。 

 

・利用回数をカウント方法は、次の通りとする。 

 

（１）「ふるさと」を登録した時点で１回目のカウントとする。 

 

（２）「ふるさと」が属する都道府県から「居住地」又は「勤務地」の属する都道府県に変更し、参加

した後に、「ふるさと」を登録した都道府県から参加した場合は、２回目のカウントをする。 

 

（３）２回目以降、「ふるさと」の属する都道府県から「居住地」又は「勤務地」の属する都道府県へ

変更し、参加した後は、「ふるさと選手制度」を活用できない。 

 

◆上記の件について、具体的な事例を示すと次の通りとなる。 

 

事例１ 

（１）「ふるさと選手制度」を１回目活用：６０回大会～６２回大会 

（２）「ふるさと選手制度」を２回目活用：６５回大会以降継続 

（３）ただし、６８回大会で勤務地「居住地」又は「勤務地」から参加した場合は、その後「ふるさと

選手制度」を活用できない。この場合、６８回大会で「勤務地」の属する都道府県を選択した場

合、特別な場合を除き、６９回大会以降については、「勤務地」が属する都道府県からの参加と

なる。 

 

事例２ 

（１）「ふるさと選手制度」を１回目活用：６０回大会、６２回大会 

（２）「ふるさと選手制度」を２回目活用：６５回大会～６６回大会 

（３）６７回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選

手制度」は活用できない。 

 

 

 

 

 

 

 

６０回 ６１回 ６２回 ６３回 ６４回 ６５回 ６６回 ６７回 

ふるさと ふるさと ふるさと 居住地 居住地 ふるさと ふるさと ふるさと 

６０回 ６１回 ６２回 ６３回 ６４回 ６５回 ６６回 ６７回 

ふるさと 不参加 ふるさと 居住地 居住地 ふるさと ふるさと 勤務地 
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事例３ 

（１）「ふるさと選手制度」を１回目活用：６０回大会～６１回大会 

（２）「ふるさと選手制度」を２回目活用：６５回大会～６６回大会 

（３）６７回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選

手制度」は活用できない。 

 

事例４ 

（１）「ふるさと選手制度」を１回目活用：６１回大会～６２回大会 

（２）「ふるさと選手制度」を２回目活用：６４回大会～６５回大会 

（３）６７回大会は「勤務地」の属する都道府県から参加していることから、この後は、「ふるさと選

手制度」は活用できない。 

６０回 ６１回 ６２回 ６３回 ６４回 ６５回 ６６回 ６７回 

ふるさと ふるさと 不参加 居住地 居住地 ふるさと ふるさと 勤務地 

６０回 ６１回 ６２回 ６３回 ６４回 ６５回 ６６回 ６７回 

勤務地 ふるさと ふるさと 居住地 ふるさと ふるさと 不参加 勤務地 


